
福山市立湯田小学校 いじめ防止基本方針  

 

１  策定の趣旨  

  いじめは絶対に許されない行為であり、全ての教職員が自らの問題として切実に

受け止め、組織的・計画的に徹底して取り組むべき重要な課題である。いじめは、

「どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」という認識に立ち、児童を安

全に守り育てていける学校体制を構築することをめざし、福山市立湯田小学校いじ

め防止基本方針を策定することとした。  

この基本方針は、いじめ防止対策推進法（以下「推進法」）に基づき本校における

いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめに対する措置等についての基本的な

考え方や具体的な対応及び、それらを実施するための体制について定めるものであ

る。  

   

２  いじめの定儀  

 本基本方針におけるいじめについて、推進法第２条を踏まえ、次の通り定義する。 

 

 

 

 

 

いじめの具体的な行為としては、次のようなものがある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

３  基本的な考え方  

 いじめの問題に取り組むにあたっては、本校の児童実態や生徒指導上の課題につい

て把握し、組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため、本校教職員および

関係者の認識の共有と徹底を図る。  

（１）  いじめの問題への認識  

ア  いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、児童の心身に深刻な影響

を及ぼし、生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。  

イ  いじめは、全ての児童に関係する問題である。  

（２）  いじめの問題への指導方針  

ア  教職員は、いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で、いじめられてい

る児童の立場に立ち、当該児童を徹底して守りきる姿勢で指導する。  

イ  教職員は、児童一人一人がかけがえのない存在であるという認識に立った指導

を行い、自らの言動により児童を傷つけたり、いじめを誘発、助長したりする

ことがないようにする。  

ウ  教職員は、全ての児童がいじめを行わず、いじめと知りながら傍観・放置する

ことがないよう、自らいじめを解決しようとする主体的態度を身につけさせ、

１ 心理的な影響を与える行為  

   悪口や陰口を言う、冷やかす、からかう、脅す、仲間はずれにする、集団で無視

する、にらむ、インターネットやメール等を使って誹謗中傷する  等  

２ 物理的な影響を与える行為  

ひどくぶつかる、突き飛ばす、叩く、蹴る、 遊ぶふりをして叩く・蹴る、ふざ

けて首をしめる、金品をたかる、物を隠す、物をとる、物を壊す 等  

 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等

当該児童等との一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響

を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為

の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。  



望ましい人間関係の構築をめざした集団づくりを指導する。  

エ  いじめは、教職員には「見えにくい」形で続いているという危機感を常にもち

ながら、積極的に状況把握を行うとともに、継続的に粘り強く指導する。  

オ  いじめられている児童は、そのパワーバランスの中で、離れられない場合や、

同調せざるを得ない場合もあるため、当該児童の様子を丁寧に観察し、面談を

行うなどして、その把握に努めるとともに、保護者連携を行う。  

（３）  いじめの問題への対応  

ア  いじめ相談窓口（体罰、セクシュアル・ハラスメント相談窓口と併設）を設置

する。  

イ  いじめの状況把握のため、年間３回の「アンケート調査」（児童を対象）を実施

する。また、「個別面談」を実施して児童個々の聞き取りを行う。  

※アンケートに係る面談の記録を確実に残す。  

ウ  １人１台端末等を活用した「心の健康観察（ここタン）」を使用し、児童の心や

体調の変化を把握し、早期発見・早期支援につなげる。  

エ  アンケートを実施し、担任が児童の実態を分析するとともに学年で結果を交流

し、指導に生かす。また、児童自らが学級づくりの主体者として活動できるよ

う、同アンケート結果を活用させた取組を行う。  

オ  特定の教職員が問題を抱え込むことなく、学校全体で情報の共有化を図り、共

通理解と役割分担を明確にし、チームとして組織的に対応する。  

カ  事実関係の把握を行う場合は、当事者だけでなく、保護者や児童等から正確か

つ迅速な情報収集を行う。  

キ  保護者等からの訴えや相談を受けた場合には、①丁寧に思いを聴き（傾聴）②

複数での事実確認を行い③児童・保護者・関係者への初期対応を迅速に行う。  

ク  問題解決を学校内だけで行うのではなく、必要に応じて福山市教育委員会及び、

関係機関等とも連携して対応する。  

 

４  実施体制  

推進法２２条に基づき、学校におけるいじめの防止等の対策のための組織を置く。

いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため、「いじめ

防止委員会」を校内委員会として設置する。なお、委員会の構成員及び役割は、こ

の基本方針に基づき適切に改訂を行う。  

 

５  いじめの防止等に係る具体的な対応  

 いじめ防止委員会設置要綱を踏まえ、次の各項について生徒指導部等と連携を図り

ながら円滑な実施する。  

（１）いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築（ア）  

（２）いじめの防止等に係る校内研修計画の策定（ア）  

（３）いじめの防止等に係る関係機関連携（ア、イ）  

（４）いじめの防止等を目的とする年間計画（ア）  

（５）いじめの防止等に係る生徒及び保護者への啓発・広報（ア）  

（６）いじめの防止等に係る相談窓口の設置・広報（ア）  

（７）いじめを認知した場合の対応プログラムの策定（イ、ウ）  

（８）重大事態が発生した場合の対応（ウ）  

（９）必要に応じた心理等外部専門家の招聘（ウ）  

 

 



 

 

６  重大事態への対応  

 いじめの中には、児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態

が含まれる。これら重大事態については、いじめ防止委員会を中核とする「プロジェ

クトチーム」を編成し、事態に対処する。  

（１）  「重大事態」の定義  

いじめの「重大事態」を、推進法第28条に基づいて次のとおり定義する。  

 

 

 

 

 

 

 

（２）  具体的な対応  

発生事案について、いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は、福山

市教育委員会に報告するとともに、全教職員の共通認識のもと、被害児童を守るこ

とを最優先としながら、適切な対処や調査を迅速に行う。  

ア  問題解決への対応  

(ア)  情報の収集と事実の整理・記録（情報集約及び記録担当者の特定）  

(イ)  プロジェクトチーム編成  

(ウ)  関係保護者、福山市教育委員会及び警察等関係機関との連携  

(エ)  ＰＴＡ役員及び学校を支援していただいている関係団体との連携  

(オ)  関係児童への指導  

(カ)  関係保護者への対応  

(キ)  全校児童への指導  

 

イ  説明責任の実行  

(ア)  いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供  

(イ)  全校保護者への対応  

(ウ)  マスコミへの対応  

 

ウ  再発防止への取組み  

(ア)  福山市教育委員会との連携のもと指導計画等を策定  

(イ)  問題の背景・課題の整理、教訓化  

(ウ)  取組の見直し、改善策の検討・策定  

(エ)  改善策の実施  

 

７  取組みの検証と実施計画等の見直しについて 

（１）いじめ防止委員会において、各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い、

その結果に基づき、実施計画の修正を行う。 

（２）生徒指導部会において、アンケート、いじめの認知件数及びいじめの解決件数、

並びに不登校児童数などいじめの防止等に係る具体的な数値を基に、年間の取組

みを検証し、次年度の年間計画を策定する。  

一  いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害

が生じた疑いがあると認めるとき。（児童が自殺を企図した場合  等）  

二  いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること

を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。（年間３０日を目安とし、

一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手する。） 

※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき  


